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■ 労働委員会は、 労働者を救済する公的機関 

東京高裁は「労働委員会の裁量権」を次のように述べています。 

「労働委員会には広範な裁量権が付与されていると主張されるが、労働委員会の裁量権

は、不当労働行為に対する救済を実質あるものにする観点から認められるべきものであり、 

救済の利益を否定する方向で自由に判断できるわけではない」 

つまり、労働委員会は「救済を効果的に実現するための自由な判断はできるが、救済を否定

するために自由に決められるわけではない」ということです。 

この判決から、労働委員会は「労働者を救済するための公的機関である」ということが確認

できます。 

■ 救済命令の効力は継続！ 

東京高裁判決を受けて、国は上告しました。しかし、2021

年 9月１６日に東京都労働委員会から交付された救済命令の

効力は継続しています。 

救済命令は、労働組合法第 27 条に基づく行政命令で   

あり、速やかに履行しなければならない義務があります。 

 

「ジェイアールバス関東不当労働行為事件の中央労働委員会

命令取り消し訴訟」では、東京高等裁判所（以下、東京高裁）が 

中央労働委員会の判断を取り消し、私たちの主張を認める判決

を下しました。 

輸送サービス労組結成の正当性と同時に「労働委員会の存在

意義」を改めて確認しましょう！ 

ジェイアールバス 関東（会社）は、命令内容を履行すべきだ！  

YouTube/TikTok 動画で配信中！ 

https://qr.quel.jp/om/8ipqvi

